
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

平成 27 年９月 18 日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの    ３件 

         厚生年金保険関係      ３件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの         ５件 

         厚生年金保険関係      ５件 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500127 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500085 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を昭和 19

年 10 月１日に、喪失年月日を昭和 20 年 12 月 11 日に訂正し、昭和 19 年 10 月から同年 12 月

までの標準報酬月額を 50 円、昭和 20 年１月から同年 11 月までの標準報酬月額を 60 円とする

ことが必要である。 

   昭和 19 年 10 月１日から昭和 20 年 12 月 11 日までの期間については、厚生年金保険法第 75

条ただし書の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期間として記録することが必

要である。 

   その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 19年４月１日から昭和 20年 12 月頃まで 

    Ａ社に勤務した期間に係る厚生年金保険加入記録を年金事務所に照会したところ、｢Ａ社

における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日は昭和 19 年６月１日であるが、資格喪失

年月日が確認できない。｣との回答であった。  

    しかし、Ａ社には、昭和 19 年４月１日から昭和 20 年 12 月頃までＣ業務又はＤ業務とし

て勤務していたので、請求期間を厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）及び請求者に係る

厚生年金保険被保険者台帳等によると、請求者が、同社Ｅ支店において厚生年金保険被保険者

資格を昭和 19 年６月１日に取得し、その資格を喪失した同年９月１日と同日に、同社Ｆ支店

において再取得していることは確認できるが、同社Ｆ支店に係る資格喪失日が記載されていな

いところ、同社に係る被保険者名簿を見ると、多くの被保険者について資格喪失日が記載され

ておらず、請求期間当時、社会保険事務所（当時）において、Ａ社に係る年金記録の管理が適

切に行われていなかったことがうかがえる。 

また、請求者は、「Ａ社には、姉と一緒に通勤していたが、請求期間中の昭和 20 年＊月に、

米軍機に機銃掃射され姉は死亡した。」旨陳述しているところ、当該陳述内容については、平

成 10 年にＧ県が発行した書籍において請求者の体験記として掲載されており、請求者から提

出された姉の死体検案書の内容と一致していることから、請求者は、請求者の姉が死亡した昭

和 20 年＊月＊日において、Ａ社に勤務していたと考えられる。 

さらに、請求者は、｢Ａ社に勤務していた中学校の同級生二人は、請求期間中に徴兵され、

復員後、私の在職中に、同社を退職して別の会社に就職したと聞いた。｣旨陳述しているとこ

ろ、Ａ社に係る被保険者名簿において、請求者が記憶する同級生と考えられる二人の厚生年金

保険被保険者資格の喪失年月日は昭和 20年９月 30 日と記載されていることから、請求者が同

日において、同社に勤務していたことがうかがえる。 

加えて、Ｇ県から提出された請求者の履歴書を見ると、「昭和 19 年３月 20 日Ａ社入社。昭



和 20 年 12 月 10 日退社。」と記載されている。 

  これらを総合的に判断すると、事業主が、請求者について、厚生年金保険被保険者資格の取

得年月日を昭和19年６月１日とする旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められ、

かつ、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 20 年 12 月 11 日

とすることが妥当である。 

   また、昭和 19 年 10 月から昭和 20年 11 月までの標準報酬月額については、前述の被保険者

名簿等における請求者の記録から、昭和19年10月から同年12月までの標準報酬月額を50円、

昭和 20 年１月から同年 11 月までの標準報酬月額を 60 円とすることが必要である。 

なお、昭和 19 年６月１日から同年 10 月１日までの期間については、請求者に係る厚生年金

保険被保険者台帳索引票及び被保険者名簿において確認できる○改の押印について、日本年金機

構Ｇ事務センターは、｢○改表示がある場合の厚生年金保険被保険者期間は昭和 19 年 10 月１日

からと考える。｣旨回答していることから、当該期間は、厚生年金保険制度発足前の準備期間

であり、制度上、厚生年金保険料の徴収は行われておらず、厚生年金保険被保険者期間に算入

されない期間であったと考えられる。 

また、請求者は、自身と同時期に入社し、同じ業務を行っていた複数の同僚を記憶している

ところ、当該同僚と考えられる者のオンライン記録を見ると、Ａ社における厚生年金保険被保

険者資格の取得年月日は、昭和 19年 10 月１日となっている。 

一方、請求期間のうち、昭和 19 年４月１日から同年６月１日までの期間について、Ｂ社は、

｢当時の資料は残っておらず、請求者の請求期間における勤務及び保険料控除については不明

である。｣旨回答している。 

このほか、請求期間のうち、昭和 19 年４月１日から同年６月１日までの期間に係る請求者

の労働者年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、請求者が労働者年金

保険被保険者として、昭和 19 年４月１日から同年６月１日までの期間に係る労働者年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500327 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500087 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額を平成 18 年８月 10 日は 31 万 3,000 円、同年 12 月８日は

32 万 4,000 円、平成 19 年４月 10 日は 37 万 9,000 円、同年８月 10 日は 33 万円、同年 12 月

10 日は 30 万 5,000 円、平成 20 年４月 10 日は 33 万 4,000 円、同年８月８日は 25万 6,000 円、

同年 12 月 10 日は 35万 1,000 円、平成 21 年４月 10 日は 19 万 7,000 円、同年８月 10 日は 32

万 4,000 円に訂正することが必要である。 

平成 18 年８月 10 日、同年 12 月８日、平成 19 年４月 10 日、同年８月 10日、同年 12 月 10

日、平成 20 年４月 10 日、同年８月８日、同年 12 月 10 日、平成 21年４月 10 日及び同年８月

10 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが

必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 18 年８月 10 日、同年 12 月８日、平成 19 年４月 10 日、同年

８月 10 日、同年 12 月 10 日、平成 20 年４月 10日、同年８月８日、同年 12 月 10 日、平成 21

年４月10日及び同年８月10日の上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

その余の請求期間については、標準賞与額の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 平成 15年４月 

           ② 平成 15 年７月 

           ③ 平成 17 年８月 

           ④ 平成 18 年８月 

           ⑤ 平成 18 年 12 月 

           ⑥ 平成 19 年４月 

           ⑦ 平成 19 年７月 

           ⑧ 平成 19 年８月 

           ⑨ 平成 19 年 12 月 

           ⑩ 平成 20 年４月 

           ⑪ 平成 20 年７月 

           ⑫ 平成 20 年８月 

           ⑬ 平成 20 年 12 月 

           ⑭ 平成 21 年４月 

           ⑮ 平成 21 年７月 

           ⑯ 平成 21 年８月 

  Ａ社に乗務員として勤務した期間のうち、請求期間①から⑯までに支払われた賞与につい

て、標準賞与額の記録が無い。当該賞与から厚生年金保険料を控除されていたので、当該期

間に係る標準賞与額の記録を認めてほしい。 



第３ 判断の理由 

１ 請求期間④、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、⑫、⑬、⑭及び⑯については、請求者から提出された

平成 18 年分から平成 21 年分までの各年の源泉徴収票及びＢ銀行Ｃ支店の預金取引明細表

（写し）により、請求者は、当該請求期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、請求期間④、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、⑫、⑬、⑭及び⑯に係る標準賞与額については、

前述の源泉徴収票における社会保険料控除額及び預金取引明細表（写し）における賞与振込

額により推認できる賞与支給額から、請求期間④は 31 万 3,000 円、請求期間⑤は 32万 4,000

円、請求期間⑥は 37 万 9,000 円、請求期間⑧は 33 万円、請求期間⑨は 30 万 5,000 円、請

求期間⑩は 33 万 4,000 円、請求期間⑫は 25 万 6,000 円、請求期間⑬は 35 万 1,000 円、請

求期間⑭は 19万 7,000 円、請求期間⑯は 32万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、賞与の支給日については、前述の預金取引明細表（写し）で確認できる振込日の記

録から、請求期間④は平成 18 年８月 10 日、請求期間⑤は同年 12 月８日、請求期間⑥は平

成 19 年４月 10 日、請求期間⑧は同年８月 10 日、請求期間⑨は同年 12 月 10 日、請求期間

⑩は平成 20 年４月 10日、請求期間⑫は同年８月８日、請求期間⑬は同年 12 月 10 日、請求

期間⑭は平成 21年４月 10 日、請求期間⑯は同年８月 10日とすることが妥当である。 

また、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主の回答は得られないものの、複数の同僚が保管する請求期間④、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、

⑫、⑬、⑭及び⑯に係る賞与支給明細書において厚生年金保険料が控除されていることが確

認できるところ、事業主が当該賞与支払に係る届出を行った記録は見当たらないことから、

事業主は、請求者の当該期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、

その結果、社会保険事務所は、請求者の当該期間に係る厚生年金保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 請求期間①、②、③、⑦、⑪及び⑮については、請求者の当該期間に係る賞与総支給額及

び厚生年金保険料控除額をＡ社に照会したが、同社から回答を得られない。 

また、請求期間①及び②については、請求者の賞与の振込先であったＢ銀行Ｃ支店は請求

期間①及び②当時の入出金記録を保管していないことから、請求者の請求期間①及び②の賞

与に係る振込額を確認することができない上、請求者の請求期間①及び②当時の住所地であ

るＤ県Ｅ市は請求期間①及び②が属する平成 15 年における年間の社会保険料控除額を確認

できる課税資料を保管していないことから、請求者の請求期間①及び②の賞与に係る厚生年

金保険料控除額についても確認することができない。 

さらに、請求期間③については、前述の預金取引明細表（写し）により、請求者にＡ社か

ら当該期間に係る賞与が支給されていることが確認できるものの、請求者の請求期間③当時

の住所地であるＤ県Ｅ市は請求期間③が属する平成 17 年における年間の社会保険料控除額

を確認できる課税資料を保管していないことから、請求者の請求期間③の賞与に係る厚生年

金保険料控除額について確認又は推認することができない。 

加えて、請求期間②、⑦、⑪及び⑮については、請求者はいずれも７月に支払われた賞与

に係る標準賞与額の記録訂正を求めているところ、前述のとおり請求期間②に係る入出金記

録は保管されておらず、平成 17 年３月以後の入出金履歴が記載されている前述の預金取引

明細表（写し）において、Ａ社からの請求期間⑦、⑪及び⑮に係る賞与の振込記録は確認で

きない上、請求期間当時の同社の経理・社会保険事務担当者は、「乗務員に対する賞与支払

月は、４月、８月及び 12 月であり、７月に賞与を支給することは無かった。」旨回答してい

る。 

このほか、請求期間①、②、③、⑦、⑪及び⑮について、請求者の主張する標準賞与額に

基づく厚生年金保険料の控除について確認又は推認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期

間①、②、③、⑦、⑪及び⑮について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500337 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500088 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社における平成 16 年４月９日の標準賞与額を 30 万 2,000 円、同年８月 10 日の

標準賞与額を 22万 1,000 円、同年 12 月 10 日の標準賞与額を 28万 4,000 円に訂正することが

必要である。 

   平成 16 年４月９日、同年８月 10 日及び同年 12 月 10 日の訂正後の標準賞与額については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、

保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 16 年４月９日、同年８月 10日及び同年 12月 10 日の標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 16 年４月９日 

             ② 平成 16年８月 10 日 

             ③ 平成 16年 12 月 10 日 

    Ａ社に乗務員として勤務していた厚生年金保険被保険者期間のうち、請求期間に係る標準

賞与額の記録が無い。 

請求期間に係る市民税・県民税特別徴収税額の通知書と総合口座通帳の写しを提出するの

で、標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者から提出された平成 17 年度（平成 16 年分所得）市民税・県民税特別徴収税額の通知

書及び総合口座通帳の写しにより、請求者は、請求期間にＡ社から賞与の支払を受け、厚生年

金保険料を事業主により当該賞与から控除されていたことが認められる。 

また、請求期間の標準賞与額については、前述の市民税・県民税特別徴収税額の通知書にお

ける社会保険料控除額及び総合口座通帳における賞与振込額により推認できる賞与支給額か

ら、請求期間①は 30 万 2,000 円、請求期間②は 22 万 1,000 円、請求期間③は 28 万 4,000 円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主の回答は得られないものの、複数の同僚が保管する請求期間①、②及び③に係る賞与支

給明細書において、厚生年金保険料の控除が確認できるところ、事業主が当該賞与支払に係る

届出を行った記録は見当たらないことから、事業主は、請求者の当該期間に係る賞与支払届を

社会保険事務所（当時）に提出しておらず、その結果、社会保険事務所は、請求者の当該期間

に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500149 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500086 号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社（後に、Ｂ社に商号変更）における厚生年金保険被保険者

資格の取得年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 48年８月１日から昭和 49年４月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、請求期間の厚生年金保険加入記録が無い。同社には、昭

和 48 年８月から事務員として勤務していたので、同社における資格取得日を同年８月１日

に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者が記憶するＡ社の元同僚の陳述等から、期間は特定できないものの、請求者が請求期

間のうち一部の期間において、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、商業登記の記録によると、Ａ社は、昭和 53 年に解散しており、請求期間当時の事

業主は所在不明である上、請求期間当時の社会保険事務担当者も特定できないことから、請求

者の請求期間における具体的な勤務実態及び厚生年金保険料控除等の状況について確認する

ことができない。 

   また、Ａ社における請求者の厚生年金保険被保険者資格の取得年月日（昭和 49年４月１日）

以前１年間に、同社において同資格を取得している者のうち、厚生年金保険被保険者資格の取

得年月日が雇用保険被保険者資格の取得年月日よりも遅い者が複数確認でき、このうち一人は

約 10 か月遅いところ、同人は「入社後、厚生年金保険に加入するまでの期間に係る厚生年金

保険料について、給与から控除されていたか否かは分からない。」旨陳述している。 

   さらに、請求者が自身と同じ事務職であったと記憶する元同僚４人のうちの１人については、

Ａ社に係る厚生年金保険加入記録を確認することができない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の請求者欄を見ると、資格取得年月日の訂正等の

不自然な点も見当たらない。 

   このほか、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。



                     

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500082 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500089 号 

 

第１ 結論 

  請求期間①について、訂正請求記録の対象者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取

得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。  

  請求期間②について、訂正請求記録の対象者のＢ社（現在は、Ｃ社）Ｄ支店における厚生年

金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。  

   

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏名（続柄） ： 女（子） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

 住    所 ：  

２ 被保険者等の氏名等 

   氏 名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 大正８年生 

３ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： ① 昭和 34 年 11 月 10 日から昭和 36 年３月６日まで 

            ② 昭和 40 年４月 20日から同年９月４日まで 

     母（訂正請求記録の対象者）の厚生年金保険の記録を年金事務所に照会したところ、請求

期間①及び②の被保険者記録が無いとの回答を受けた。 

しかし、私が幼い頃、母はずっと働きに出ており、家に居たことがなかったので、請求期

間①の直前直後に厚生年金保険の加入記録が有るＡ社に、請求期間①も継続して勤務してい

た。 

また、請求期間②には、Ｅ市に所在したＦ業のＧ社で、母はＨ職をしていた。 

母は、請求期間①及び②のいずれの期間も働いていたので、請求期間①及び②を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者は、訂正請求記録の対象者が、Ａ社に勤務していたと主張して

いる。 

しかし、Ａ社は、昭和 42 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなり、昭和 49 年に解散し

ている上、請求期間①当時の事業主は既に死亡しているため、同社における訂正請求記録の対

象者の勤務実態等を事業主等に確認することができない。 

また、請求期間①当時のＡ社の元従業員に照会したが、同社における訂正請求記録の対象者

の勤務期間を覚えている者はおらず、請求期間①において、訂正請求記録の対象者が給与から

厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる回答は得られなかった。 

このほか、訂正請求記録の対象者の請求期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

請求期間②について、請求者は、訂正請求記録の対象者が、Ｇ社に勤務していたと主張して

いるところ、Ｂ社Ｄ支店の複数の元従業員の陳述から判断すると、期間を特定できないものの、

訂正請求記録の対象者が同社Ｄ支店に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｃ社は、「請求期間当時の資料が現存しないため、訂正請求記録の対象者に



 

 

係る厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除状況については、不明である。」旨回

答している。 

また、請求期間②当時のＢ社Ｄ支店の複数の元従業員に照会したところ、請求期間②に同社

Ｄ支店において給与計算及び社会保険の事務を担当していたとする元従業員は、「当時、Ｂ社

Ｄ支店の雇用形態には、正社員と厚生年金保険に加入しない定時社員の２種類が有り、訂正請

求記録の対象者は定時社員であったと思う。」旨陳述していることから判断すると、同社Ｄ支

店では、必ずしも全ての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかが

える。 

さらに、定時社員から正社員に登用されたとする元従業員は、「私は、定時社員として、Ｃ

社に入社し、途中で正社員に登用された時に事業所から社会保険に加入することになる旨の説

明を受けた。厚生年金保険料は加入後、給与から控除されるようになった。」旨陳述している。 

このほか、訂正請求記録の対象者の請求期間②における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、訂正請求記録の対

象者が厚生年金保険の被保険者として、請求期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。



                     

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500133 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500090 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

       請 求 期 間 ： 平成元年６月 30 日から同年７月１日まで 

Ａ社を平成元年６月 30 日に退職したので、厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は、当

該退職日の翌日である同年７月１日と記録されるべきであるところ、退職日と同日の同年６

月 30 日と記録されている。 

退職に当たって、請求期間の厚生年金保険料を控除する旨を上司から説明されたことを記

憶しており、請求期間の厚生年金保険料は控除されていたはずなので、請求期間を厚生年金

保険の被保険者期間として訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者は、Ａ社に平成元年６月 30 日まで勤務し、同年６月分の厚生年金保険料を控除され

ていた旨陳述している。 

   しかしながら、Ａ社は平成 17 年に解散しているところ、同社の清算人である解散時の代表

取締役は、「請求期間当時の資料は保管していないが、請求期間当時の関係者に聞いたところ、

請求期間当時、月末退職の場合は、社会保険料が掛からないように、退職日を月末日の一日前

の日としていた。したがって、退職月に係る厚生年金保険料は控除していない。」旨回答して

いる。 

また、Ａ社が加入していたＢ企業年金基金の担当者は、「請求期間当時、厚生年金基金加入

員資格喪失届は、厚生年金保険被保険者資格喪失届と複写式だった。」旨陳述しているところ、

当該基金から提出された「厚生年金基金加入員資格喪失届」を見ると、請求者に係る資格喪失

年月日欄には「平成１年６月 30 日」、同じく備考欄には「６/29 退職」と記されており、当該

資格喪失年月日等に係る記載内容は、厚生年金保険被保険者資格喪失日と一致している上、雇

用保険の記録における請求者の離職日（平成元年６月 29 日）とも符合している。 

さらに、請求期間当時、Ａ社において厚生年金保険の被保険者記録が有る複数の者に照会し

たが、請求期間における請求者の勤務実態等をうかがわせる陳述は得られない上、請求者は、

退職月の厚生年金保険料を控除する旨を上司から説明されたと主張しているところ、当該上司

の所在は不明であり、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料の控除を確認することができな

い。 

このほか、請求者の請求期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金



 

 

保険被保険者として、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。



                     

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500148 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500091 号 

 

第１ 結論 

  請求期間について、請求者のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及

び喪失年月日の訂正を認めることはできない。  

   

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和４年生 

 住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： 昭和 21 年４月頃から昭和 23 年 10 月頃まで 

     厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、請求期間に勤務したＡ社Ｂ支店

における厚生年金保険の加入記録が無いとの回答を受けた。 

Ａ社Ｂ支店では、正社員として勤務し、Ｃ健康保険組合から交付された健康保険被保険者

証で、Ｄ病院等に通院した記憶があるので、厚生年金保険に加入していた。 

請求期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ａ社Ｂ支店の元従業員の陳述及び請求者が記憶する同僚に係る厚生年金保険の被保険者記

録から判断すると、期間は特定できないものの、請求者が同社Ｂ支店に勤務していたことはう

かがえる。 

しかしながら、Ａ社は、「請求期間当時の資料が現存しないため、請求者の勤務状況、厚生

年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除状況については、不明である。」旨回答してい

る。 

また、請求者は、請求期間において健康保険組合から健康保険被保険者証を交付されたと主

張しているところ、Ｃ健康保険組合は、「請求期間当時の資料が残っていないため、当組合に

おける請求者の被保険者記録は確認できない。また、当時の加入に係る取扱いについても分か

らない。」旨回答している。 

さらに、請求者が請求期間当時に健康保険被保険者証で受診したとする医療機関及びその関

係者に照会したが、いずれも請求期間当時の請求者に係る診療記録を保管しておらず、請求者

が請求期間に健康保険に加入していた状況を確認することができない。 

加えて、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、請求期間に厚生年

金保険被保険者記録が有り、所在の判明した者に照会したが、これらの者から、同社Ｂ支店に

おける請求者の勤務期間及び厚生年金保険料の控除並びに請求期間当時の同社Ｂ支店におけ

る厚生年金保険の適用に係る取扱い等を確認できる陳述は得られなかった。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険の被保険者として、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



                     

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500202 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（脱）第 1500007 号 

 

第１ 結論 

   昭和 40 年６月１日から昭和 43 年１月 25 日までの請求期間については、脱退手当金を受給

していない期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

   住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： 昭和 40 年６月１日から昭和 43 年１月 25 日まで 

請求期間にＡ社に勤務していたが、姉が移住していたＢ国に留学し永住するため、同社を

退職し、その１年後に移住した。 

Ｂ国に滞在中の 2003 年（平成 15年）頃以降に、Ｃ領事館を通じて外務省から、日本の公

的年金制度に加入期間がある者は年金が支給される旨の説明を受けた。 

平成25年に一時帰国した際、年金事務所に請求期間に係る年金の支給申請をしたところ、

Ａ社に勤務した請求期間については脱退手当金が支払われており、年金は支給できないとの

回答を受けた。しかし、私は脱退手当金の制度を知らなかったので、請求できるはずがなく、

脱退手当金を受給していないので、請求期間について、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   オンライン記録において、Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録が有り、請求者の厚生

年金保険被保険者資格喪失日（昭和 43年１月 25日）の前後２年以内に被保険者資格を喪失し

た５人のうち、脱退手当金の支給記録が有る者は、請求者を含め２人確認できるところ、当該

２人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を見ると、いずれにも脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されており、このうち請求者以外の１人は、「同僚から、保険料が掛け

捨てにならないよう、厚生年金保険の脱退手当金の受給を勧められ、脱退手当金を受給した。」

旨陳述している。 

   また、請求者は、「姉が移住していたＢ国に留学し永住するために事業所を退職した。」旨陳

述しており、請求期間後、日本の公的年金制度に加入記録の無い請求者が、脱退手当金を受給

することに不自然さはうかがえない上、請求者から聴取しても、受給した記憶がないというほ

かに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、請求者は、請求期間に係る脱退

手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 


